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長させることこそが人権の抑制も含めてすべてに優先すると考えている人たちの人権感覚を

どうすれば変革できるのか。教師に限定することなく日本人の価値観、教育観も含め、もっ

と幅広く掘り下げて研究される必要がある。テレビ・ラジオや広報誌を通じ条約の趣旨を広

報する程度で、人の考えが変わるとはとても思えない以上、どうすれば子どもに対する権利

感覚を変えられるのかについて、もっと積極的に研究される必要がある。

この条約の普及・啓発に弁護士会が熱心に動いているが、体罰、いじめ、管理教育などを

めく．る訴訟で、この条約が根拠となって法廷で争われるケースが増えていく（24）とすれば、

教師も行政も、それへの対応上から否応なくこの人権条約と向き合うことになる。それによ

って法廷で争った人たちは、子どもの権利や条約について深く考えることになるだろう。こ

れによって子どもの権利に対する意識、考えがどう変わるのかも知りたい。同時に、それは

全体の中ではごく一部の人でしかない。もっと幅広く教師や親の意識、そして教育現場の現

実を子どもの権利状況をフィルターにして捉え、子どもたちの状況を突き動かすような多様

な研究が求められている。
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